
7 広報たぶせNo.873

たぶせ天体教室
春・夏・秋・冬  季節ごとの天体が観察できます。
田布施町天文同好会の指導員が丁寧に指導しますので、家族で参加してみませんか？

日　時 場　所 観測できる天体・内容

５/16（水）20:00 ～ 22:00 田布施中学校
（天体ドーム）

土星、火星、春の大曲線
☆日食メガネの製作（5/21 は金環日食）

６/27（水）20:00 ～ 22:00 麻郷小学校
（グラウンド）

月齢（7.5）、土星
☆夏の大三角から星座を探そう

７/25（水）20:00 ～ 22:00 田布施西小学校
（グラウンド）

月齢（5.9）、火星、土星
☆夏の大三角から星座を探そう

８/22（水）20:00 ～ 22:00 麻里府小学校
（グラウンド）

月齢（4.5）、流星がみえるかも
☆さそり座を探そう

９/19（水）19:00 ～ 21:00 ふるさと詩情公園 月齢（3.0）、夏の大三角
☆天の川を観察しよう

※参加費は無料で、申し込みも不要です。
※児童 ･生徒は必ず保護者同伴で参加してください（一般
来場者も可）。
※望遠鏡や双眼鏡を持っている人は、是非ご持参ください。
※雨天の場合は、中止となりますので、都合の良い日にど
の会場でも気軽にお越しください。

■日時・場所・観測できる天体

■問合せ先　社会教育課
　　　　　　☎５２- ５８１３
■主催　田布施町教育委員会
　　　　田布施町天文同好会

放課後子ども教室推進事業 ★★

「子ども手当」は平成24年４月から「児童手当」に変わりました

対　象　者 月　額 所得制限額以上の人

　0歳～ 3歳未満 15,000円

5,000円

（平成24年６月分から実施）
3歳～小学生

第1・2子  10,000円

第3子以降  15,000円

　中学生  10,000円

■１人当たりの支給月額

　平成24年３月末で「子ども手当」制度が終了し、４月から「児童手当」制度に変わりました。

　支給要件および支給月額については、３月までの「子ども手当」と同じですが、６月から所得制限が導入

されることになりました。平成24年３月まで子ども手当を受給していた人は、新たな申請手続きは必要

ありません。

問町民福祉課　児童係　☎５２-５８１０

○児童手当現況届の提出について
　受給者の養育状況や所得を確認するため、６月中に「児童手当現況届」を提出してください。

（該当受給者には６月初旬に現況届を発送します。）提出がない場合は、受給資格があっても引き続き

手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

＜手続きに必要なもの＞
　・ 印鑑、健康保険証の写し（厚生年金等加入者のみ）

＜注意事項＞
・ 養育している親と、子どもの現住所が異なる場合は申立書および子どもの世帯全員の住民票を添

　付してください。

・ 現況届は現在受給者及び受給対象となっている子どもの現況を届けるものです。対象となる子ど

　もが新たに増えた場合は、現況届とは別に額改定認定請求書を提出してください。

・ 公務員は勤務先での手続きになります。


